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第 2 編 施設配置検討 

2． 計算準備 

2.1 保全対象の抽出 

【考え方】 

土砂・洪水氾濫による被害を防止・軽減するための施設配置計画等の対策計画の検討

にあたって、土砂・洪水氾濫で被害が生じるおそれのある主たる保全対象を抽出・設定

する。被害が生じるおそれについては、既往の実績を基に検討することが考えられる。 

一般に、土砂・洪水氾濫で被害が生じる可能性がある保全対象は立地から、①扇状地、

②谷底平野、③下流平野等に大別されるが、保全対象の立地により被害の形態が異なる。

そこで、保全対象ごとに、計画の対象とする現象（シナリオ）を設定することが望まし

い。ただし、保全対象を細分化しすぎると、検討対象とする現象（シナリオ）が数多く

なり、検討作業が膨大になるおそれがある。そこで、保全対象の立地条件などにより明

らかに計画の対象とすべき現象（シナリオ）が異なる場合は、それぞれに対象とする現

象（シナリオ）を設定することを基本とする。そのため、ここでは、立地条件に従った

計画の対象とする現象（シナリオ）が設定できるように、保全対象を立地条件により分

割する（図 2.1）。また、現象（シナリオ）を作成するにあたっては、保全対象の立地の

観点から計画降雨を適切に設定する必要があり、そのイメージを表 2.1 に示す（詳細は

3.2 計画降雨（降雨波形・降雨分布）の設定を参照）。なお、扇状地における保全対象に

おいて、土石流・流木による直接被害に関する対策・評価については、砂防基本計画策

定指針（土石流・流木対策編）1)及び砂防事業の費用便益分析マニュアル（案）2)により

検討することを基本とし、ここでは対象としない。 

 

【例示】 

［保全対象を位置により分割するにあたっての考え方の例］  

土砂・洪水氾濫の対策計画における保全対象の位置による分割は、 

① 計画基準点、補助基準点の上流（扇状地、谷底平野など）、下流（下流平野など）

による分割 

② 大きな支川の合流点、本川と支川の合流点の上流下流による分割 

等を参照することが考えられる（図 2.1）。 
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図 2.1 保全対象の立地条件により分割するイメージ 

 

 

表2.1 保全対象ごとの計画降雨条件設定のイメージ 

 

 

[参考文献] 

1) 国土技術政策総合研究所 砂防研究室（2016）：砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策

編）及び同解説，国土技術政策総合研究所資料，第 904 号 

2) 国土交通省水管理・国土保全局砂防部（2012）：砂防事業の費用便益分析マニュアル（案） 
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2.2 計画生産土砂量の設定 

【考え方】 

斜面崩壊、土石流、土砂流等の渓床・渓岸侵食等による計画生産土砂量は、過去の豪

雨時の土砂生産の実態に則して設定することを基本とする。設定する規模の発生確率は、

3.2 で設定する計画降雨の発生確率と整合するようにする。設定手法は、過去の実績に

基づき経験的に設定する手法と数値計算など解析的に設定する手法及び両者の組み合

わせ手法が考えられる。また、いずれの手法においても、過去の豪雨時の土砂生産の実

態に関する調査や現地調査を行うことを基本とする。さらに、これらによらない方法で

生産土砂量を設定する場合は、その妥当性を確認する。また、本手引きは土砂及び洪水

を対象としたものであり、流木は対象としていない。  

生産土砂量に関する調査については、河川砂防技術基準（調査編）の「砂防調査」を

参考にする。 
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2.3 河床変動計算の準備の概説 

【考え方】 

河床変動計算実施のために、流域を分割する。河床変動計算の準備にあたっては、 

① 河床変動計算実施区間 

河床変動計算を実施し、流量、通過土砂量、河床変動高を河床変動計算により求

める区間 

② 上流域 

河床変動計算実施区間の上流端における集水域 

③ 支川流域 

河床変動計算実施区間の上流端以外から流入する渓流・河川のうち流域面積が大

きい流域 

④ 残流域 

対象流域のうち、①～③以外の範囲 

に分割した上で、水・土砂供給地点を設定する（図 2.2）。さらに、①の河床変動計算実

施区間については、河道形状及び河床条件を設定する。 

本手引きでは、①～④への分割方法は 2.4 で示し、水・土砂供給地点の設定は 2.5 に

示す。さらに、河道形状及び河床条件の設定はそれぞれ 2.6、2.7 に示す。 

 

図 2.2 河床変動計算実施区間及び水・土砂供給地点の設定の例 
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2.4 河床変動計算実施区間の設定 

【標準】 

土砂・洪水氾濫に対する施設配置計画等の対策計画検討に関する河床変動計算の実施

にあたっては、土砂生産の影響や対策施設の効果を直接的に評価するために、土砂生産

源や砂防堰堤等の設置区間にあたる上流域を含むように河床変動計算実施区間（以下、

「計算区間」という。）を設定することが望ましい。その上で、土砂・洪水氾濫に対す

る中期計画（概ね 30 年間の事業計画）等で設置予定の施設のうち、砂防堰堤等土砂流

送制御を目的とした施設は計算区間に含むことを基本とする。また、2.1 で設定した保

全対象もこれら一連の計算区間に含まれるようにする。 

計算区間は、一定の地形条件を満たす区間を計算区間として設定することが考えられ

る。具体的には、一定の河床勾配や流域面積を閾値として、計算区間の上流端を設定す

ることを基本とする。すなわち、設定した閾値の勾配より河床勾配が緩い区間や閾値の

面積より流域面積が広い区間は計算区間とし、河床変動計算を実施する。計算区間数が

膨大になる場合、計算条件の設定、計算の実施に多くの労力が必要となることに留意し、

閾値となる河床勾配や流域面積を設定する。また、河床勾配や流域面積が閾値より大き

くても、保全対象がない又は砂防事業計画がない場合は、計算区間から除外することが

できる。ただし、計算区間の上流端より上流に土砂・洪水氾濫に関する保全対象がある

場合は、当該保全対象の被害の有無を評価できない。このため計算区間上流に土砂・洪

水氾濫による被害が想定される保全対象がある場合は、閾値によらず計算区間の上流端

を例外的に引き上げることができる。 

 

【例示】 

［計算区間上流端とする河床勾配の考え方の例］  

 計算区間の上流端とする河床勾配は、流域の地形を鑑みて設定することが重要である。

例えば、比較的急峻な山地では、土石流流下区間の下端となる勾配（10°）1)を目安にす

ることが考えられる。土石流流下区間では、施設による土砂の捕捉を除くと土砂の堆積

量は一般に少ないと考えられるため、土石流流下区間の下流端に計算区間上流端を設定

した場合、計算区間外の施設の取扱いが比較的容易となるという利点が期待される。一

方、計算区間に含めないことにより、評価結果の検証が困難、土砂供給のタイミングの

不確実性が生じる等の課題も考えられる。なお、計算区間外の施設の取扱いについては、

4.3 に示す。 

 

[参考文献] 

1) 国土技術政策総合研究所 砂防研究室（2016）：砂防基本計画策定指針（土石流・流木対策

編）及び同解説，国土技術政策総合研究所資料，第 904 号 
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2.5 水・土砂供給地点の設定 

【標準】 

河床変動計算の水・土砂供給地点は、過去の災害時の崩壊や土石流の分布状況・生産

土砂量の空間分布・土砂生産形態、各種の調査結果、計算区間の設定状況などを総合的

に鑑み、適切に設定する必要がある。具体的には以下の方法に従い実施することを基本

とする。 

① 2.4 で設定した計算区間（図 2.2 の紫で着色した区間）の上流端は上流域（図 2.2

の黄色で着色した流域）から流出する水・土砂を河床変動計算に入力するための

水・土砂供給地点とすることを基本とする。 

② 保全対象がない又は砂防事業計画がない、流域面積が閾値より小さいなど河床変

動計算を実施しない支川のうち、閾値よりは小さいものの流域面積が比較的大き

い支川は土砂動態に及ぼす影響が大きいと考えられるため、計算区間との合流点

には支川からの土砂を供給する水・土砂供給点を設けることを基本とする（図 2.2

の緑で着色した流域）。 

③ さらに、流域面積によらず、土石流危険渓流などにおいて土石流対策のための砂

防堰堤等の設置予定がある渓流は施設の効果を考慮するため支川流域（図 2.2 の

緑色で着色した流域）として扱い、支川からの土砂を供給する水・土砂供給点を

設けることを基本とする。 

④ 上記①～③以外の領域（残流域）（図 2.2 の水色で着色した流域）は、土砂供給は

行わないことを基本とする。ただし、過去の災害や地形的特徴から、渓岸侵食等

による土砂供給を行うことが適切と考えられる場合には土砂供給地点を設定する。 

上流域・支川流域のみから流域面積見合いで水を供給すると、水の供給量が過小評価

となるため、土砂供給を行わない残流域においても流出する水のみ供給を行うこととす

る（図 2.3）。また、土砂供給地点は、4.2 に示す方法で供給土砂量を算出し、実績等に

基づき設定された計画生産土砂量（2.2 参照）を大きく下回る場合や既往災害の再現計

算（8 章参照）において、供給土砂量が実績の生産土砂量を大きく下回る場合は、実績

との乖離が小さくなるように供給地点の位置、数を適宜見直す。 

 

【例示】 

［残流域から流出する水供給地点の設定方法の例］ 

残流域からの水を供給する地点を設定する方法としては以下の方法が考えられる。残

流域から水を供給するにあたっては、図 2.3 に示すように当該残流域に接続する計算区

間に均等に水量を分割して供給する手法などが考えられる。 
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図 2.3 残流域からの水供給方法の例（イメージ） 

 

 

［土砂供給点に関する留意点］ 

計算区間上流域（図 2.2 の黄色で着色した流域）および流域面積の大きい支川（図

2.2 の緑で着色した流域）から流出する土砂を供給する方法では、計算区間のように渓

岸侵食や渓岸崩壊、小支渓の土石流等による土砂生産は表現できない。小支渓の土石流

や渓岸侵食等による大量の土砂供給が考えられる場合は、上流域（図 2.2 で示す黄色で

着色された流域）や支流域（図 2.2 で示す緑色で着色された流域）の出口以外の地点（残

流域）において、直接河道に土砂を供給する地点を設定することが考えられる。 

また、土砂供給地点の直上流または直下流に勾配変化点がある場合、勾配変化点にお

いて、急激な河床変動が生じ、土砂供給地点の勾配に変化が生じるおそれがあるため、

土砂供給点は勾配変化点から一定程度の距離を確保することが望ましい（図 2.4）。 

 

 
図 2.4 土砂堆積により土砂供給地点の勾配が変化するイメージ 

 

 

［土砂供給点の見直しの例］ 

 小起伏山地では、上流の流域面積が広い地点に土砂供給点を設定して平衡給砂を行っ

た場合、勾配が緩く勾配見合いで決まる平衡土砂濃度が小さくなるため、土砂供給地点

において供給土砂量が過去の実績に基づき設定された計画生産土砂量を大きく下回る

など、実績と乖離する場合がある。このような場合は、図 2.5 に示すように、土砂供給

地点を増やす、土砂供給地点を上流に移動させるなどが考えられる（図 2.5 の赤破線及

び黒破線の矢印の流域）。 

計算区間

支川流域

残流域

均等に水を供給
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図 2.5 土砂供給点の見直しの例（土砂供給地点を上流に移動させた例） 

*この例では、当初、集水面積が 2km2となる地点を土砂供給地点として設定した。しかしながら、

供給土砂量が計画生産土砂量を大きく下回わった。一方、計算区間上流端の河床勾配が 10°以下と

なる地点とした場合、計算区間上流端の流域面積は小さく、数多くの計算区間が設定されることと

なった。そこで、この例では、計算区間上流端の集水面積は概ね 1km2以上とし、流域上流端までの

見通し角 10°以上の地点を計算区間上流端とした。その結果、計算区間上流端が上流へ移動（図 2.5

の黒破線の矢印の流域）、支川における新たな計算区間の設定（図 2.5 の赤破線の矢印の流域）がさ

れている。一方、見通し角 10°地点が本流に近く計算区間が短くなる場合や見通し角 10°地点が上

流端に近く 1km2以上の流域面積が取れない場合は、当初通りの設定とし、土砂供給地点は変更して

いない（図 2.5 の青破線の矢印の流域）。 
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2.6 河道形状の設定 

【考え方】 

河道形状は、検討の目的に応じて設定することを基本とするが、施設配置計画の検討

にあたっては、「砂防事業の費用便益分析マニュアル（案）（平成 24 年 3 月）」におけ

る考え方に従い河道形状を設定する。「砂防事業の費用便益分析マニュアル（案）」では、

河道形状の設定について以下のようにある。 

「治水対策として河川事業が展開されている区間については、河川整備基本方針等で

示される計画流量規模に対応した河道断面を用いることを基本とする。ただし、このよ

うな河道断面が存在しない場合や、不明確な場合には現況河道断面を用いることができ

る。」 

 

【標準】 

計画基準点上流の山地河川等で河川整備基本方針に示されている流量（以下、「河川

整備基本方針流量」と呼ぶ。）が定まっていない場合は、河道形状は、現況の河道形状

とすることとし、航空レーザー測量結果等を活用し、設定することを基本とする。 

一方、河川整備基本方針流量が定まっている区間は、河道幅は河川整備基本方針に準

拠し、上流域の土砂移動の土砂・洪水氾濫への影響を評価するために河積を河川整備基

本方針流量が流下できる最小断面とすることを基本とする。すなわち、3.3 で実施する

流出解析に基づき供給流量を設定し、水のみの流下計算により断面を決定することを基

本とする。 

 

【例示】 

［河道形状の設定方法の例］ 

１次元河床変動計算に用いる河道の横断面形状は矩形または台形に近似する又は任

意断面（任意の横断面形状）とすることが考えられる。ただし、河道の横断面形状を台

形とし、河床部のみで河床変動が生じる（斜辺部では河床変動が生じない）とした場合

において、河道と河床幅が水面幅より著しく小さくなるような形状（図 2.6）を設定す

ると河床変動が生じる幅が著しく小さくなることがあることに留意する。 

また、上流域などにおいて、現況の河道幅が著しく広いなど、洪水時に流水が流下す

ると考えられる幅より地形上の河道幅が著しく広いと考えられる区間は、流水の流下幅

を河道幅として設定する。流水の流下幅の設定にあたっては、レジーム則等を用いて設

定することとし、時間ごとに流量から算定する方法や洪水時のピーク流量などを基に設

定する手法などが考えられる 1)。 
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図 2.6 河道の横断面形状を台形に近似した例 

*青線は標高データより作成した横断面、赤線が台形近似した計算区間の断面、オレンジ色の破線が

矩形近似した例。台形近似の場合、河床幅は矩形の場合に比べて小さくなる。 

 

[参考文献] 

1) 国土技術政策総合研究所 砂防研究室（2015）：豪雨時の土砂生産をともなう土砂動態解析

に関する留意点，国土技術政策総合研究所資料，第 874 号 
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2.7 河床条件の設定 

【標準】 

山地河道内の河床の状況は多様である。そこで、河床材料の移動の可能性を考慮し、

計算区間において一様にするのではなく、現況河床や履歴を調査区分した上で河床条件

（固定床とするか、移動床とするか、及び移動床とする場合の河床材料の粒度分布、侵

食可能深さ）を設定する。 

河床が露岩している区間、砂防堰堤等の横断工作物がある箇所、大粒径の土石で覆わ

れている区間など基本的に侵食が生じないと考えられる区間は、解析上、固定床として

解析を行うことを基本とする。 

一方、河床に移動可能な土砂が堆積している区間については、移動床として計算する

ことを基本とする。また、侵食可能深、河床材料の粒度分布は、過去の実績や現地調査

により設定することを基本とする。河床材料の粒度分布の設定にあたっては、細粒分の

粒径階の刻みは流出土砂量などの計算結果に比較的大きな影響を与えることに留意し、

粒径階を概ね 5 ないしはそれ以上とするなどし、既往災害実績を再現できるようにする

ことを基本とする。 

また、砂防事業による対策が砂防計画基準点より下流の河床変動、土砂・洪水氾濫の

防止・軽減に関する効果を河川事業等の効果・影響と分離して評価する場合は、砂防計

画基準点より下流の河床を固定床として計算することを基本とする。 

 

【例示】 

［固定床区間の設定の例］ 

河床が露岩している区間、大粒径の土石で覆われている区間は空中写真等の判読によ

り設定することが考えられる（図 2.7）。 

 

 

図 2.7 固定床区間の設定例 

*空中写真により河床が露岩している区間、大粒径の土石で覆われている区間を抽出している。 
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2.8 施設の設定 

【標準】 

計算区間内にある土砂流送制御を目的とした砂防堰堤については、下記の表 2.2 のよ

うに設定することを基本とする。 

未満砂の堰堤においては、河床変動計算上、土砂を捕捉・堆積させる空間の詳細な地

形が表現できないため、実際の地形から考えられる満砂時の堆砂空間の体積と河床変動

計算上の近似した河道形状を用いて算出される満砂時の堆砂空間の体積に乖離がある

場合、河道形状、計算空間刻みを見直すなどし、乖離を小さくするようにすることを基

本とする。ただし、両者の満砂時の河床勾配は極力等しくなるように設定する。 

 
表 2.2 一般的な計算区間内の砂防堰堤の取り扱いの例 

堰堤種類 取扱い方法 

不透過型(満砂) 
堰堤本体箇所は固定床とし、堆砂域は堆砂域の地形を計算
条件として設定する。 

不透過型(未満砂) 里深・水山（2005）1)による計算方法など。 
土石流区間の透過型 不透過型（未満砂）と同じ 

掃流区間の透過型 
せき上げが表現できるように地形条件または境界条件を設
定する。 

  

 

【例示】 

［施設により土砂を捕捉・堆積させる空間を適切に評価するための地形条件見直しの例］ 

 河床変動計算の空間刻み（計算間隔）を一定とした場合、砂防堰堤等の施設の位置と

計算上の計算点が一致しない場合や堆積域の河道形状を十分に表現できない場合があ

る。このような場合、計算上の河道幅を調整するなどして、効果量が実態に近づくよう

にすることが考えられる（図 2.8）。あるいは、堰堤付近において、河床変動計算の空間

刻み(計算間隔)を細かくするなどして、効果量が実態に近づくようにすることが考えら

れる。 

また、河道の横断面形状を矩形に設定した場合において、河道幅の設定によっては、

効果量が実態より過小又は過大となる可能性が考えられる。このような場合、計算上の

河道幅を調整するなどして、効果量が実態に近づくようにすることが考えられる。 
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図 2.8 堰堤設置箇所の横断図のイメージ 

*青破線で示した当初の矩形断面を用いた河道形状の場合、堰堤の容量が過小評価となる。堰堤の効

果量を実態に近づけるためには、赤実線で示したような断面を設定する必要があると考えられる。 

 

[参考文献] 

1) 里深好文・水山高久（2005）：砂防ダムが設置された領域における土石流の流動・堆積に関

する数値計算, 砂防学会誌, 58(1), 14-19 
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3. 水供給条件の設定 

3.1 計画降雨（降雨波形・降雨分布）の設定の考え方 

【考え方】 

保全対象に関する土砂・洪水氾濫による被害の推定を行うにあたっては、保全対象の

位置に応じ、降雨条件を設定する必要がある。検討対象とする保全対象のある地点より

上流域の流域面積が小さい場合、雨域の狭い集中豪雨などにより、流域平均の降雨強度

が非常に大きくなる可能性が考えられる（図3.1左 A川下流の保全対象）。 

同じ降雨でも、検討対象とする保全対象のある地点より上流域の流域面積が大きい場

合、流域内の一部で雨域の狭い集中豪雨が生じた場合であっても、流域内のその他の地

域の降雨強度が小さいことにより、流域平均の降雨強度は小さくなることがある（図3.1

左 計画基準点下流の保全対象）。このような降雨分布の場合、当該保全対象が被害に

遭う可能性は必ずしも高くない。一方、局所的に降雨強度が極めて強い領域がなくても、

流域全体を覆うように強度の強い雨域が広い範囲でもたらされた場合、流域平均の降雨

強度が大きくなり、当該保全対象が被害に遭う可能性は相対的に高くなる可能性が考え

られる（図3.1右）。すなわち、同じ地域において同じ発生確率であっても、降雨条件や

降雨波形により被害が生じる可能性がある保全対象の位置が異なる。 

 

 

 

 

図3.1 計画降雨の降雨分布のイメージ 

*左図はA川の扇状地上の保全対象を対象とした場合の計画降雨の降雨分布のイメージ。A川上流域で

雨域が狭く、流域平均の降雨強度が非常に大きい降雨。右図は本川下流平野の保全対象を対象とし

た場合の計画降雨の降雨分布のイメージ。局所的に降雨強度が極めて強い領域がないが、流域全体

を覆うような雨域の広い強度の強い降雨。 
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B川

C川

0 10km

計画基準点

補助基準点
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降雨量

大

小
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B川
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補助基準点
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A川の扇状地上の保全対象

本川下流平野のAA川合流点より
上流の保全対象
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3.2 計画降雨（降雨波形・降雨分布）の設定 

【標準】 

既往降雨実績より、2.1で分類した保全対象ごとに計画降雨の条件として降雨波形と

降雨分布を設定することを基本とする（表3.1参照）。保全対象周辺の河川において、河

川整備基本方針流量が定まっている場合は、複数段階設定（費用対効果分析に必要な年

平均被害額等を算出するため複数の確率規模で降雨条件を設定）する計画降雨の条件の

うち最大の降雨条件（計画規模の降雨条件）は河川整備基本方針流量算出に用いられた

降雨条件とすることを基本とする。河川整備基本方針流量が定まっていない場合は、既

往実績から降雨条件を設定することとし、降雨の発生確率は砂防基本計画の計画規模と

することを基本とする。また、既往実績から決める場合であって、複数の降雨条件が候

補となる場合、複数の降雨波形について解析を行い、検討対象とする保全対象における

被害が最大となる降雨条件を設定することを基本とする。 

 

表3.1 計画降雨条件設定のイメージ 

 

 

【例示】 

［計画降雨設定時の留意点］ 

 計画基準点上流において、24 時間雨量、日雨量などの指標に関しては、雨量規模が

既往の砂防計画において設定されているが、計画の降雨波形が設定されていない場合が

ある。このような場合に、計画の降雨波形を設定するにあたっては、過去の豪雨時の降

雨波形を参照に、24 時間雨量、日雨量などの指標が計画規模になるように実績の降雨

波形を引き延ばす手法、継続時間と降雨強度の関係（雨量強度式）に基づき設定する手

法が考えられる。なお、降雨波形を引き延ばすにあたっては、対象期間の全体を一律の

割合で引き延ばす方法や降雨ピーク時付近を中心に引き延ばす方法など、複数の引き延

ばし方法が考えられる。 
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3.3 流出解析の実施 

【考え方】 

 流出解析は水供給地点の入力ハイドログラフを設定するために実施する。「砂防事業

の費用便益分析マニュアル（案）（平成 24 年 3 月）」には、流出解析について以下のよ

うにある。 

「計算に用いるハイドログラフは「治水経済調査マニュアル(案)」を参考に決定する

ことを基本とするが、その手法で過去の災害実績等を十分に再現できない場合は、既往

災害の降雨実績等を考慮して、より災害実績等の再現性の高いハイドログラフを設定す

るものとする。」 

本手引きにおいてもこの考え方に従い流出解析を実施する。 

 

【標準】 

 流出解析手法及び用いるパラメータは、可能な範囲で降雨規模の大きい豪雨時の観測

結果に関して再現性が確認されたものを用いることを基本とする。流出解析は、3.2 で

設定した全ての降雨条件に対して実施することとする。下流域等で河川整備基本方針流

量が定められている場合、流出解析手法及び用いるパラメータは、河川整備基本方針流

量の設定手法を用いても良い。また、流出解析手法及び用いるパラメータは、降雨条件

によらず、共通としてもよいが、河川整備基本方針流量の設定手法を用いた場合に上流

域の再現性が十分に確保されない場合などにおいては、１つの流域で複数の流出解析手

法及びパラメータを用いても良い。 
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3.4 入力ハイドログラフの設定 

【標準】 

各水供給地点の入力ハイドログラフは流出解析で求めたハイドログラフを用いるこ

とを基本とする。 

下流河川の観測地点における流量規模を事前の想定や既往の観測結果などと整合す

るように解析条件（パラメータ）を同定・設定する場合は、伝播時間の違いのために下

流で合成されるハイドログラフの形状に生じる変化によりピーク流量が減少する影響

を考慮することを基本とする。また、計算区間上流端から当該地点までの区間における

土砂の堆積にともない、河床に堆積した土砂の間隙に水が堆積することによる流水の水

量の減少を考慮して計算区間上流端のハイドログラフの設定を行うことが重要である。 

 

【例示】 

［洪水波形の伝搬時間の違いを考慮する方法の例］ 

河川整備基本方針流量を設置するのに用いた流出解析手法・パラメータを用いて、下

流河道における洪水波形を設定する場合においては、水供給地点における水供給のタイ

ミングを洪水波形の伝搬時間の違いを考慮して設定する必要がある場合がある。このと

き、パラメータの同定に用いられた下流河川の観測地点から水供給地点までの距離等に

応じて、下流河川の観測地点でピーク等が同期するように水供給地点に設定するハイド

ログラフに時間差を与えることが考えられる（図 3.2B）。 

 

 

図3.2 洪水波形の伝搬時間の違いを考慮する例 

*A川やC川から計画基準点までは距離があるため、洪水が遅れて到達する。このため、A.のように洪

水の伝播時間を考慮せずに供給ハイドログラフ設定した場合、基準点におけるピーク流量が計画上

の流量より小さくなることが考えられる。このような場合、B.のように、洪水の伝播時間を考慮し

て供給ハイドログラフを設定することが考えられる。 
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4. 土砂供給条件の設定 

4.1 粒度分布の設定 

【標準】 

計算区間上流域（図 2.2 の黄色で示した流域）や支川（図 2.2 の緑で示した流域）か

ら流出する土砂の粒度分布は生産土砂の粒度分布とすることを基本とする。生産土砂の

粒度分布は、崩壊土砂や土石流堆積物の粒度分布に関する調査結果に基づき、河床堆積

土砂の粒度分布との違いを考慮し、設定することを基本とする。設定にあたっては、生

産源ごと、生産形態（例えば、土石流、斜面崩壊、渓岸侵食など）ごとに設定すること

を基本とするが、生産源による違い、生産形態による違いが明確でない場合は同じ粒度

分布を用いることが考えられる。 

供給土砂の粒度分布の設定にあたっては、河床材料と同様の粒径階とすることとし、

粒径階を概ね 5 ないしはそれ以上とすることを基本とする。また、細かい粒径の粒径階

の設定は解析結果に比較的大きな影響を及ぼす場合があるので留意する。 

 

【例示】 

[生産源ごとの供給土砂の設定の例] 

 図 4.1 に現地調査結果に基づき設定した生産土砂（供給土砂）、河床材料の粒度分布

の例を示す。図に示すように、生産土砂の粒径は河床材料の粒径に比べて相当程度細か

い。 

また、当該流域は主として変成岩と深成岩が分布する（図 4.1 右）。この場合におい

ては、地質により、比較的小さいものの粒度分布に違いがある（図 4.1 左）。地質や上

流域の荒廃状況等より明らかに違いがある場合は、土砂供給地点ごとに異なる粒度分布

を設定することも考えられる。 

  

図 4.1 生産源ごと、生産形態ごとの供給土砂の粒度分布の設定例 
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4.2 供給土砂量の時系列データの設定 

(1) 土砂供給期間の設定 

【標準】 
土砂供給地点の河床変動計算に入力する供給土砂量の時系列データは、土砂生産のタ

イミングを考慮して設定することを基本とする。すなわち、降雨条件や水理条件等が一

定の基準を満たしている期間を土砂供給期間（土砂供給地点において土砂を供給する期

間）として設定することを基本とする。 

土砂供給期間は土砂供給地点により異なる場合も考えられる。また、渓岸侵食による

土砂供給を考慮する場合においては、土砂生産のタイミングが結果に及ぼす影響を考慮

することとし、9.3.3 で示す不確実性の評価を行うことを基本とする。 

 

【例示】 
[土石流発生に関する水理条件に基づく土砂供給期間設定の例] 

 土砂供給地点またはその上流域の水理条件が河床材料の移動条件を満たしているか

否かを判定し、満たしている期間を土砂供給期間として設定する。判定は、既往の実績

に基づく方法と理論式等による方法が考えられる。既往の実績に基づく方法では、既往

実績から、土砂生産・流出が生じる流量を既往実績に基づき設定し、設定した流量を超

過した期間を土砂供給期間と設定することが考えられる。 

理論式等による方法のうち、土石流・土砂流区間は、下記の高橋の土石流発生条件の

式 1)より判定することが考えられる。 



 tan

)/1()(

)(
tan

*

*

dhC

C




     (式 4.1)
 

ここで、は土砂供給地点の勾配、C＊は河床の容積土砂濃度、は土石の密度、は表

流水の密度、h は表流水の水深、d は河床の土石の粒径、は土石の内部摩擦角である。

なお、表流水の流量は流出解析で算出することとする。 
  

[参考文献] 

1) 高橋 保（1977）：土石流の発生と流動に関する研究, 京都大学防災研究所年報, 20(B-2), 

405-435 

 

[崩壊・土石流発生降雨条件に基づく土砂供給期間設定の考え方の例] 

 降雨規模が当該地域の地形・地質・過去の気象条件による影響を受ける閾値を超過す

ると、崩壊や土石流の発生の危険性が高まることが知られている。そこで、降雨条件が

崩壊・土石流の発生の可能性が高まる閾値を超過した時間帯を土砂供給期間と設定する

ことが考えられる。閾値は当該地域の土砂災害警戒情報の検討成果を活用するなど考え

られる。 
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 (2) 土砂供給濃度の設定 

【標準】 
土砂供給地点の河床変動計算に入力する土砂濃度は土砂供給地点の勾配等で決まる

平衡濃度とすることを基本とする。支川流域においても支川流域下流端の勾配を用いて

平衡濃度を算出することを基本とする。 

石礫型土石流は、比較的整然と層流状態で移動し、流れの骨格を形成している「土石」

と土石の間隙を埋める「間隙水」とに分けて取り扱われてきた（図 4.2）。さらに、土石

流中の土砂のうちの細粒分は、間隙水と一体となって流下することが指摘されてきてい

る 1)。この細粒土砂が間隙水と一体となって液相のように振る舞う現象は細粒土砂の

「フェーズシフト」と呼ばれている（図 4.2）。平衡濃度の算出にあたっては、細粒土砂

のフェーズシフトを考慮し、フェーズシフトによる間隙流体密度の上昇による平衡濃度

の上昇を評価することを基本とする。 

ただし、供給土砂量が生産土砂量算出単位（単元流域）ごとで、2.2 で設定した計画

生産土砂量を上回らないように設定する。なお、細粒土砂のフェーズシフトを考慮する

場合は、供給土砂量はフェーズシフトした細粒土砂の量とフェーズシフトしていない土

石の量の和とする。すなわち、計画生産土砂量を供給土砂量の上限とする場合、フェー

ズシフトした細粒土砂の量とフェーズシフトしていない土石の量の和が計画生産土砂

量を上回らないように土砂供給条件を設定する。 

 

 

 

図 4.2 石礫型土石流中の土砂移動形態のイメージ 

 

 

 

 

 

間隙水

粗礫（固相として振る
舞う・層流状態）

細粒土砂（間隙水と一体となっ
て振る舞う。乱流状態）

フェーズシフト
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【例示】 
ここでは、フェーズシフトを考慮し、土石流中の土砂はフェーズシフトした細粒土砂

とフェーズシフトしていない土石に分類できると考える（図 4.2）。そこで、土砂供給地

点の土砂量（v）（空隙を含まない）は以下のように算出する。 

cf vvv       (式 4.2)
 

ここで、vfはフェーズシフトし間隙流体に取り込まれた細粒土砂の（空隙を含まない）

量、vcはフェーズシフトしていない土石の（空隙を含まない）量である。このとき、水

の量を Vwとすると間隙流体の密度mは以下の式で算出できる。 

wf

wf
m vv

vv







     (式 4.3)
 

ここで、は土石の密度、は表流水の密度である。そこで、土石流区間においては土

石流の平衡濃度式からフェーズシフトしていない土石の平衡濃度（Cc）は以下の式で求

めることができる。 

)tan)(tan(

tan









m

m

wfc

c
c vvv

v
C   (式 4.4)

 

ここで、は勾配、は土石の内部摩擦角である 2)。すなわち、フェーズシフトする細

粒土砂と固相として流下する土砂の比（vf/vc）を設定すれば、式 4.2～4.4 より、vc及び

vfが水量（vw）から算出できる。 

ここで、仮に生産源の土砂の空隙が水で飽和していたと仮定すると、水量（vw）は以

下の式で表すことができる。 

swcfw v
C

C
vvv 




*

*1
)(    (式 4.5)   

vswは表流水の体積で、流出解析から算出される水量とすることが考えられる。 

また、計画生産土砂量（V）が空隙込みで算出されている場合、計画生産土砂量を供

給土砂が上回らない条件は以下の式で評価できる。 

*C

vv
V cf       (式 4.6) 

なお、図示したように掃流状集合流動（土砂流）区間においては水流層中に浮遊土砂

が含まれている可能性が考えられ、いくつかの評価手法 3)が提案されているが、評価方

法が十分確立されているとは言いがたい（図 4.3）。一方、掃流状集合流動（土砂流）区
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間においてもここでの考え方に従った河床変動計算により過去の災害が再現されてい

ることから、ここで例示した手法を準用することも考えられる。

 

 

図 4.3 山地河川における土砂移動形態のイメージ 

 

[参考文献] 

1) 国土技術政策総合研究所 砂防研究室（2015）：豪雨時の土砂生産をともなう土砂動態解析

に関する留意点，国土技術政策総合研究所資料，第 874 号 

2) 土木研究所 火山・土石流チーム（2012）深層崩壊に起因する土石流の流下・氾濫計算マ

ニュアル（案），土木研究所資料，第 4240 号 

3) 丹羽 諭・内田 太郎・泉山 寛明・桜井 亘・大野 亮一・寺田 秀樹・里深 好文（2018）：

大規模土砂生産後の土砂流出を対象とした河床変動計算における流れ幅の設定の影響，砂防

学会誌，70(6)，34-35 

 

 

［緩勾配区間の土砂供給地点における土砂供給の考え方］ 

本手引きでは、「豪雨時の土砂生産をともなう土砂動態解析に関する留意点」（国土技

術政策総合研究所資料，第 874 号）の考え方に従い、できるだけ急勾配区間から連続

して河床変動計算を行うことを想定している。しかしながら、地形条件の制約等により

やむを得ず掃流区間に土砂供給地点を設定する場合は、掃流砂、浮遊砂について勾配、

水深、粒径で規定される平衡濃度、平衡流砂量を算出し、土砂供給することが考えられ

る。なお、この場合は土石流区間のように細粒土砂のフェーズシフトは考慮しない。 

 

［計画生産土砂量に供給土砂量が達した場合の考え方］ 

土砂供給期間中、土砂を供給し続けると供給土砂量が計画生産土砂量を上回る場合は、

土砂供給期間であっても、供給土砂量が計画生産土砂量に達した時点で土砂供給をやめ

る方法が考えられる（図 4.4A）。また、流域面積が大きく、多数の土砂生産源が存在す

る場合は、土砂供給期間中の供給土砂量が計画生産土砂量と等しくなるように土砂供給

濃度を平衡濃度より低くすることも考えられる（図 4.4B）。また、土砂供給期間中、土

水流層中の浮遊土砂

砂礫移動層中の間隙流体
に取り込まれた浮遊土砂

掃流砂

土石流掃流状集合流動掃流砂・浮遊砂
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砂を供給し続けると供給土砂量が流量のピーク時刻以前に計画生産土砂量に達するな

ど計画生産土砂量に対して著しく大きくなる場合は、土砂供給期間の開始時刻、土砂供

給期間の設定方法を見直す、計画生産土砂量を精査することなどが考えられる。 

 

図 4.4 計画生産土砂量に供給土砂量が達した場合の土砂供給のイメージ  

*赤線が供給土砂量の時系列データ 

 

［異常堆積の確認］ 

 土砂供給条件によっては、供給点直下に大量な土砂が堆積し、実態と著しく異なる異

常堆積が生じることがある。このような場合、供給条件の土砂濃度を下げるなどして、

異常堆積を生じさせないようにすることが考えられる。 

時間
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給

土
砂

量

時間
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土
砂

量
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の見直し
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計画生産土砂量
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供給土砂のセディグラフ

A.

B.



30 
  

4.3 施設の効果評価 

【標準】 

土砂生産抑制に関する効果が期待される施設が設置される場合は、計算区間への土砂

の供給量を当該施設がない状態に比べて効果量分減ずることにより評価することを基

本とする。また、土砂流送制御を主たる目的とした砂防堰堤であっても、渓岸侵食の制

御など山脚固定効果が期待される場合がある。そこで、計算区間内の渓岸侵食等の防止

が期待される施設に関しても、施設を設置した場合の解析においては、その効果量分を

堰堤設置箇所の渓岸侵食等による生産土砂量から与えられる土砂の供給量から減ずる

ことにより評価することを基本とする。ただし、効果量が当該箇所における渓岸侵食等

による生産土砂量を上回らないように注意する。土砂の供給量を減ずる場合は、土砂生

産形態に従い、施設がない場合の出水前半の供給土砂量を減ずる（図 4.5A）、又は、土

砂供給時間の土砂濃度を一定割合で減ずる（図 4.5B）こととする。 

計算区間外の土石流区間において、土砂を捕捉するために設置される堰堤についても、

効果量分を施設がない場合の供給土砂量から減ずることにより評価することを基本と

する。この場合は、施設がない場合の出水前半の供給土砂量を減ずることを基本とする

（図 4.5A）。 

 

  

図 4.5 施設効果により供給土砂量を減じた供給土砂量の時系列データのイメージ 

 

【例示】 

［計算区間外の施設の土砂生産抑制に関する効果評価に関する考え方］ 

 一般に土砂生産の場は、荒廃地における表面侵食、拡大崩壊等による土砂生産、山腹

斜面における斜面崩壊、渓床堆積土砂の再移動に分類される 1)。一方、生産土砂量を既

往実績等に基づき設定した場合であっても、土砂生産が生じる場を詳細に予測すること

は難しい場合がある。特に、前述の分類のうち、山腹斜面における斜面崩壊による土砂

時間

供
給

土
砂

量
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生産の場所ごとの土砂量を設定することは難しい。このような場合、施設の土砂生産抑

制に関する効果は面積按分で設定することが考えられる。すなわち、評価対象とする上

流域の山腹斜面の面積（Ah）、山腹崩壊による計画生産土砂量（Vh）とした場合であっ

て、当該施設により土砂生産が抑制される範囲の面積を Ae とした場合、山腹崩壊によ

る生産土砂量の減少分（ΔVh ）は、以下の式で表すことができると考えられる。ただし、

現時点では、生産土砂量を予測し、生産土砂量抑制に関する施設効果を十分に精度良く

評価する技術がないため、簡便な方法を示しており、今後の研究・技術開発により適宜、

見直す必要があると考えられる。 

h
h

e
h V

A

A
V       (式 4.7) 

また、供給土砂量における当該施設の効果量（図 4.5 における灰色でハッチングした

部分）ΔV は以下の式で算出できると考えられる。 

h
y

V
V

V
V       (式 4.8) 

ここで、Vy は当該土砂供給地点より上流域の計画生産土砂量、V は 4.2 で設定した当

該土砂供給地点の供給土砂の総量である。 

また、荒廃地における表面侵食による土砂生産、渓床堆積土砂の再移動による土砂生

産についても、斜面ごと、区間ごとの土砂生産量が特定されていない場合は、山腹崩壊

による土砂生産同様、面積按分（又は、区間長による按分）により求めることが考えら

れる。 

 一方、斜面ごと、区間ごとの生産土砂量が特定され、各斜面、区間の生産土砂量の積

み上げにより、計画生産土砂量が設定されている場合は、当該施設により抑制される生

産土砂量（Vp）から、供給土砂量における当該施設の効果量（ΔV）は以下の式で算出

できると考えられる。 

p
y

V
V

V
V       (式 4.9) 

 

 [参考文献] 

1) 河川砂防技術基準（調査編） 「砂防調査 2．3 土砂生産に関する調査」 
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5.河床変動計算の実施 

5.1 河床変動計算の考え方  

【考え方】 

 河床変動計算は、豪雨時の河床変動状況を予測し、土砂・洪水氾濫のおそれの有無及

び施設の効果を評価するために実施する。 

 河川砂防技術基準（調査編）の「砂防調査 2．4．7 流出解析・河床変動計算」に

おいては、以下のように示されている。 

「河床変動計算は、渓流及び山地河道における水及び流砂の流出特性・変動特性を再

現・予測するために用いる。渓流及び山地河道における土砂の移動現象は、沖積河川と

異なり、非平衡性が強く、土砂濃度や勾配により流砂の形態が変化するなどの特徴を有

するため、これらを適切に表現できる流砂量式等を組み合わせて行う。流砂の形態につ

いては、掃流砂及び浮遊砂、掃流状集合流動、土石流等を対象とし、対象区間の勾配に

考慮した上で適切な式を用いる必要がある。｣ 

 また、「砂防事業の費用便益分析マニュアル（案）（平成 24 年 3 月）」には、「第 1 節 

土砂・洪水氾濫による想定氾濫区域」に河床変動計算手法について以下のようにある。 

「流砂計算手法は、計算対象となる地区の地形状況を勘案して、想定される土砂移動

現象に即した手法を用いることとし、過去の災害実績等に対し再現性がよい手法を用い

るものとする。」 

本手引きにおいてもこれらの考え方に従い河床変動計算を実施することとする。 

 

【標準】 

上記の考え方に従い、土砂生産をともなうような豪雨時の河床変動計算には、以下の

計算が可能な数値計算プログラムを用いることを基本とする。 

・土石流から掃流砂までの土砂移動形態に則した平衡濃度・せん断応力の計算が可能 

・掃流砂領域においては、浮遊砂の計算が可能 

・掃流砂、浮遊砂は混合粒径の計算が可能 

・土石流区間等における間隙流体中のフェーズシフトした細粒土砂の影響を考慮した

計算が可能 

・土石流、掃流状集合流動区間においては土砂の侵食・堆積速度を考慮した計算、浮

遊砂については非平衡計算ができることが望ましい。 

・各断面における侵食の発生・非発生の判定できる計算が可能 

渓流及び山地河道における土石流や掃流状集合流動では、細粒土砂がいわゆるフェー

ズシフトして間隙流体として一体となって流出することが考えられる。一方、掃流砂・

浮遊砂の領域では、細粒土砂のフェーズシフトを考慮すると、フェーズシフトしている

細粒土砂と浮遊砂が２重計上となり実態と乖離する可能性が高いため、掃流砂・浮遊砂

の領域では、細粒土砂のフェーズシフトを考慮しないことを基本とする。 
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【例示】 

土砂生産をともなうような豪雨時の河床変動計算において考慮すべき事項について

は、下記の参考文献 1),2)に例示されている。 

 

[参考文献] 

1) 河川砂防技術基準（調査編） 「砂防調査 2．4．7 流出解析・河床変動計算」 

2) 国土技術政策総合研究所 砂防研究室（2015）：豪雨時の土砂生産をともなう土砂動態解析

に関する留意点，国土技術政策総合研究所資料，第 874 号 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 計算の実施 

【標準】 

 河床変動による土砂・洪水氾濫の有無を判定及び施設の効果を評価するために河床変

動計算を実施する。河床変動計算手法および入力条件は、当該流域において土砂生産・

流出による土砂・洪水氾濫による災害時の土砂動態・災害状況に関する再現性が確認さ

れたものを用いることを基本とする。再現性の確認手法の詳細は 8 章を参照する。 
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6. 土砂・洪水氾濫解析・被害推定の実施 

6.1 氾濫開始点の設定 

【標準】 

氾濫開始点の設定は、2.6 で設定した河道断面および 5.2 の河床変動計算結果に基づ

き、越水・溢水が生じる地点を氾濫開始点の候補として設定する。ただし、両岸が山地

斜面と接しているなど越水・溢水が生じると想定されにくい地点は氾濫開始点を設定し

ないこととする。氾濫開始点の設定は「治水経済調査マニュアル（案）」に準拠するこ

とを基本とする。 

 

 

6.2 土砂・洪水氾濫解析・被害推定の実施 

【考え方】 

 ここでは、越水・溢水が生じると考えられる氾濫開始点において、土砂・洪水氾濫が

生じた際の被害推定を実施する。被害の大小は土砂の氾濫堆積のみならず、泥水の氾濫

や泥の堆積の影響を受けると考えられる。 

 

【標準】 

 前項で設定した氾濫開始点ごとに、２次元土砂・洪水氾濫計算を行う。メッシュサイ

ズは 50m×50m を目安とするが、地形を踏まえ最適なサイズを選定する。その上で、

「砂防事業の費用便益分析マニュアル（案）」、「治水経済調査マニュアル（案）」に従っ

て、被害額の算定を行うことを基本とする。 
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7. 施設配置計画の検討 

7.1 施設配置計画の検討の考え方 

【考え方】 

施設配置計画の検討は、現地調査、資料調査による施工の実効性の検討等とともに、

施設の効果評価を数値解析により行うことを基本とする。検討した施設配置計画では十

分な効果が得られないと判断された場合、施設配置計画を見直して、再度、数値解析・

河床変動計算により効果評価を行う。 

従来、砂防堰堤では、出水時に流出土砂が河床勾配に応じた勾配まで堆積すると仮定

し、効果量が算出されることが多かった。しかし、砂防堰堤における堆砂勾配は、砂防

堰堤の堆砂域に流入する土砂濃度やハイドログラフの影響を受ける。このため、砂防堰

堤の効果を評価するために、堆砂域に流入する土砂濃度やハイドログラフの影響の評価

が可能な河床変動計算により施設の土砂流送制御効果を評価することが重要となる。 

施設配置は土砂生産抑制を主な目的とする施設（砂防堰堤、渓流保全工、山腹工など）

と土砂流送制御を主な目的とする施設（砂防堰堤、渓流保全工、遊砂地工など）のそれ

ぞれについて検討する。なお、土砂生産抑制および土砂流送制御を主な目的とする施設

の分類については、河川砂防技術基準（計画編）の「施設配置計画編」を参照する。施

設配置の検討においては、施設の概略位置、概略の規模、施設の型式について検討する

ことを基本とする。施設の概略位置の検討にあたっては、対象領域内の施設効果の大き

い箇所を抽出し、施設効果の大きい箇所から優先的に施設配置を検討するなど効果的な

施設配置を目指す。一般的に、土砂流送制御を目的とした施設においては以下のような

施設は効果が大きいと考えられる。 

・空き容量が確保されている（大きい）堰堤 

 ・保全対象に近い位置にある施設 

 ・対象とする保全対象周辺の河床変動への寄与が大きい流域・区間の施設 

 ・無施設状態で河床変動計算を実施した場合に侵食が生じる区間にある施設 

また、土砂生産抑制を目的とした施設おいても土砂流送制御を目的とした施設同様以

下のような施設は効果が大きいと考えられる。 

 ・保全対象に近い位置にある施設 

・対象とする保全対象周辺の河床変動への寄与が大きい流域の施設 

  

また、第 1 編に示したように山地域の土砂生産・流送に起因する災害は多岐にわたる

が、本手引きでは、上流からの流出土砂に伴う河床上昇等により引き起こされる土砂・

洪水氾濫のみを対象としている（1.1 参照）。そこで、施設配置を検討するにあたっては、

対象地域において生じる可能性がある土石流・流木等などその他の山地域の土砂生産・

流送に起因する災害に対する施設配置を考慮した上で、対策が当該地域の災害軽減に効

果的になるようにする。 
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7.2 対象とする保全対象周辺の河床変動への寄与が大きい流域・区間の抽出 

【標準】 

対象とする保全対象周辺の河床変動への寄与が大きい流域に施設を設置することが

有効である。そこで、施設配置の検討においては、河床変動計算により、対象とする保

全対象周辺の河床変動への寄与の大小を評価することを基本とする。 

 

【例示】 

[対象とする保全対象周辺の河床変動への寄与が大きい流域の抽出の考え方]  

対象とする保全対象周辺の河床変動への寄与が大きい流域の抽出にあたっては以下

の手法が考えられる。 

① 検討対象とする各種条件（降雨条件、土砂供給条件など）を決める（以下、「当初条

件」と呼ぶ）。 

② 対象とする保全対象の上流域を分割する。 

③ ある分割した支流域からの流出土砂量が 0 となった場合を想定し、当該保全対象周

辺の通過土砂量を算出する。このとき、当該支流域（流出土砂量を 0 とした流域）

以外の流域からの流出土砂量は当初条件と同じとする。 

④ 当初条件時の通過土砂量と当該支流域からの流出土砂量を 0 とした場合の通過土砂

量の差（以下、「通過土砂量減少量」と呼ぶ）を算出する。 

⑤ 順次、他の支流域についても③、④の検討を行い、各支流域の「通過土砂量減少量」

を算出する。 

⑥ 通過土砂減少量の大きい支流域を対象とする保全対象周辺の河床変動への寄与が大

きい流域とする。 

     

図 7.1 対象とする保全対象周辺の河床変動への寄与が大きい支川流域の抽出イメージ 

*下流平野の保全対象を対象とした場合の対象保全対象周辺の河床変動への寄与が大きい支流域の

抽出のイメージ。A 川流域からの流出土砂量が 0 となった時、最も通過土砂量減少量が大きく、E

川流域、C川流域の順に大きい。 
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図 7.2 効果の大きい区間の検討イメージ 

*上図のような縦断地形の流域における通過土砂量の縦断変化のイメージ（下図）。上流域（青線）

また中流域（赤線）でそれぞれ等しい量の土砂を捕捉した際の通過土砂量の縦断変化を示す。この

例においては、上流域で堰堤を設置した場合、無施設時であっても、当該堰堤から基準点までの区

間の河道に堆積し基準点に達しない土砂を多く堰堤で捕捉することになる。一方、中流域で堰堤を

設置した場合、当該堰堤で捕捉される土砂は、無施設時には大半が基準点から流出する。このよう

な場合、設置される堰堤が等しい土砂量を捕捉するのであれば、中流域で堰堤を設置した方が、上

流域で堰堤を設置した場合よりも基準点における通過土砂量の低減量が大きく、効果的であると期

待される。 
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